
　
令
和
７
年
第
３
回
定
例
会
は
、
９
月

４
日
か
ら
同
30
日
ま
で
行
い
ま
し
た
。

　
議
員
発
議
に
よ
り
、「
陸
前
高
田
市

こ
ど
も
基
本
条
例
」
を
全
会
一
致
で
可

決
成
立
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
同
じ
く
議
員
発
議
に
よ
り
、

「
気
仙
地
区
の
高
等
学
校
教
育
体
制
維

持
を
求
め
る
意
見
書
」
を
県
関
係
機
関

へ
提
出
す
る
こ
と
は
、
賛
成
多
数
で
可

決
し
、
県
教
育
委
員
会
な
ど
に
提
出
し

ま
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
国
道
３
４
３
号
新
笹
ノ

田
ト
ン
ネ
ル
の
早
期
事
業
化
を
求
め
る

意
見
書
を
国
の
関
係
機
関
へ
提
出
し
ま

し
た
。

　
一
般
質
問
に
は
９
人
の
議
員
が
登
壇

し
、
高
校
再
編
問
題
、
市
長
公
約
や
物

価
高
騰
対
策
な
ど
の
市
政
全
般
に
わ
た

る
論
戦
を
展
開
し
ま
し
た
。

　
市
当
局
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
２
件
、

執
行
前
提
案
５
件
、
条
例
案
６
件
、
補

正
予
算
案
２
件
、
決
算
案
６
件
を
全
会

一
致
で
可
決
・
認
定
し
ま
し
た
。

令
和
６
年
度
決
算
を
認
定

　
令
和
６
年
度
の
本
市
一
般
会
計
は
、

歳
入
が
前
年
度
比
94
・
７
％
の
１
７
４

億
３
２
１
５
万
円
、
歳
出
は
前
年
度
比

95
・
７
％
の
１
６
９
億
７
９
３
８
万
円

で
す
。

　
県
教
育
委
員
会
が
８
月
５
日
に
公
表
し
た

「
第
３
期
県
立
高
等
学
校
再
編
計
画（
当
初
案
）」

を
受
け
、
鵜
浦
昌
也
議
員
他
２
人
が
「
気
仙
地

区
の
高
等
学
校
教
育
体
制
維
持
を
求
め
る
意
見

書
の
提
出
に
つ
い
て
」
を
発
議
し
ま
し
た
。

　
意
見
書
は
、
同
計
画
で
示
さ
れ
た
高
田
高
校

海
洋
シ
ス
テ
ム
科
お
よ
び
大
船
渡
東
高
校
食
物

文
化
科
の
募
集
停
止
・
集
約
化
に
つ
い
て
、
地

域
の
基
幹
産
業
で
あ
る
漁
業
・
水
産
業
や
飲
食

業
の
専
門
人
材
確
保
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
り
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
た
め
、

同
計
画
の
早
期
決
定
に
反
対
す
る
も
の
で
す
。

　
本
案
は
９
月
30
日
の
本
会
議
で
採
決
さ
れ
、

賛
成
12
、
反
対
３
の
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。
意
見
書
の
提
出
先
は
、
岩
手
県
知
事
、

岩
手
県
教
育
委
員
会
で
す
。

　
任
期
満
了
に
と
も
な
い
、
教
育

長
と
教
育
委
員
の
任
命
に
同
意
し

ま
し
た
。

　
　
教
育
長　
　
山
田
市
雄 

氏

　
　
教
育
委
員　
安
田
留
美 

氏

　
本
定
例
会
で
は
請
願
３
件
を
審
査
・

審
議
を
行
い
ま
し
た
。

　
結
果
は
、「
国
道
３
４
３
号
新
笹
ノ

田
ト
ン
ネ
ル
の
早
期
事
業
化
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
」
は
、
全
会
一
致
で
採

択
し
ま
し
た
（
８
・
17
ペ
ー
ジ
参
照
）。

　
ま
た
、「『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
オ
ー
バ
ー

ロ
ー
ド
』
の
改
善
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
」、及
び「
訪
問
介
護
報
酬
の
引
き

下
げ
撤
回
と
、
介
護
報
酬
引
き
上
げ
の

再
改
定
を
早
急
に
行
う
こ
と
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
」
は
不
採
択
と
し
ま
し

た
（
８
・
16
ペ
ー
ジ
参
照
）。

新
ト
ン
ネ
ル
請
願
を
採
択

教
育
長
・
委
員
の
任
命
に
同
意

高
校
再
編
案
反
対
の

　
　
　
　
　
意
見
書
提
出

こどもの成長を社会全体で支える環境を整えることで、こども

が希望を持ち、安心して健やかに成長できる社会の実現を目指

します。

この条例では

すべてのこどもの権利を大切に

し、安全で健康に暮らせる環境

を地域全体でつくります。

大切にする　　つの考え方

　市議会では、条例制定にあたり、市内小中学生へのアンケートや、保護者のみなさんや各
関係団体、市民との対話を重ね、こどもに何が必要かを考えました。
　それぞれが ”役割 ” を持ち連携して取り組みを進めていきます。

これらの考え方を踏まえてこれらの考え方を踏まえて

●こどものための取り
　組みを広く周知しま
　す。
●事故や災害からこど
　もを守るため必要な
　取り組みを進めます。

市の役割

●こどもに対する取り
　組みについて調査し
　ます。
●必要に応じて国や県
　に働きかけをおこな
　います。

議会の役割

●こどもが安心して生
　活し、挑戦し、学ぶ
　ことができる環境づ
　くりに協力をお願い
　します。

地域の役割

●従業員が仕事と子育
　てを両立できるよう
　配慮をお願いします。

●職場体験の受け入れ
　など、教育活動への
　協力をお願いします。

事業者の役割

地域行事やおまつり、伝統芸能

など、こどもがいろいろな経験

や学びを得られる環境をつくり

ます。

こどもの得意なことや興味関心

にあわせて可能性を最大限広げ

られるよう支援をします。

例えば…例えば…

高田高校海洋システム科の教習艇

「北斗」「蒼天」

基本条例成立基本条例成立
　第３回定例会　

再再

こ ど も議員提案による

りくぜんたかた市議会だより　No.134 2りくぜんたかた市議会だより　No.1343

意見書をご覧

いただけます

条例の詳細は

こちら

　本条例は、子育てや教育等、こどもに関する取り組みの方向性を示す理念条例です。
　地域全体で子育てを応援するまちとするため、教育民生常任委員会より「陸前高田
市こども基本条例」が発議され、全会一致で可決されました。
　市・保護者・学校等関係者・地域住民・事業者・議会の役割を明らかにし、こども
が安心して健やかに成長できる社会の実現を目指す内容です。

こども

基本条例

を可決


